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船舶事故調査報告書 

 

 

   船 種 船 名 ケミカルタンカー KEOYOUNG HOPE 

   ＩＭＯ番号 ９０５８７０１ 

   総 ト ン 数 ７３８トン 

 

   船 種 船 名 漁船 豊秀丸 

   漁船登録番号 ＯＴ３－８７１９ 

   総 ト ン 数 ４.９３トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２０年１２月１７日 １３時１３分ごろ 

   発 生 場 所 大分県国東半島東方沖 

           臼石鼻灯台から真方位０３７°１１.６海里付近 

           （概位 北緯３３°３３.６′ 東経１３１°５０.６′） 

 

 

                       平成２２年５月１３日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 ケミカルタンカーKEOYOUNG
キ ョ ー ヤ ン

 HOPE
ホ ー プ

は、船長ほか８人が乗り組み、大韓民国ウルサン港

に向けて北西進中、また、漁船豊秀丸
ほうしゅう

は、船長が１人で乗り組み、操業を終え、大分

県杵築市守江港に向けて南西進中、大分県国東
くにさき

半島東方沖において、平成２０年１２

月１７日１３時１３分ごろ、両船が衝突した。 

 豊秀丸は、船長が負傷し、右舷船首部ブルワークに破損及び球状船首に破口が生じ
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た。KEOYOUNG HOPE には、右舷後部外板等に擦過傷が生じたが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２０年１２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査

官 (広島事務所)ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

１２月２５日、新たに主管調査官（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指

名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２０年１２月１９日、２０日 回答書受領 

平成２０年１２月２０日 現場調査 

平成２０年１２月２０日、平成２１年２月１２日、１１月１３日、１６日 口述

聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、KEOYOUNG HOPE（以下「Ａ船」という。）の二等航

海士（以下「航海士Ａ」という。）及び豊秀丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下

「船長Ｂ」という。）の口述並びにＡ船船長（以下「船長Ａ」という。）及び航海士Ａ

の回答書によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか７人が乗り組み、平成２０年１２月１５日

１６時１０分ごろ、京浜港横浜区を出港し、大韓民国ウルサン港へ向かった。 

翌々１７日正午ごろ、航海士Ａは、甲板員１人とともに船橋当直につき、  

レーダー１台を１.５海里（Ｍ）レンジとして作動させ、針路を約３３３°（真

方位、以下同じ。）に定め、約１０.６ノット(kn)の速力（対地速力、以下同じ。）

で、国東半島東方沖を自動操舵により航行した。 

航海士Ａは、船首方にほぼ停留している漁船群が点在している状況下、伊予
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灘西航路第２号灯浮標を左舷側に見て通過するころ、右舷前方約５００ｍに、

漁船群の中からＡ船の前路に向首して接近してくるＢ船を視認した。 

航海士Ａは、減速又は転舵してＢ船を避航するつもりで、左舷側の機関制御

盤の近くに移動し、甲板員に舵輪につくように指示したが、このまま航行すれ

ばＢ船は間近に接近するものの、Ａ船の船尾方を通過するものと思い、汽笛で

長音１声を吹鳴し、同じ針路及び速力で航行中、１３時１３分ごろ、Ａ船とＢ

船とが衝突した。 

航海士Ａは、操舵室内で衝突音を聞き衝撃を感じたので、右舷側のウイング

に出て、船首部が損傷して停留しているＢ船を確認し、船内マイクで事故が発

生したことを放送した後、時刻とＧＰＳによる船位とを確認した。 

船長Ａは、寝室で書類の整理を行っていたが、放送を聞いて直ちに昇橋し、

Ａ船の損傷状況と船長Ｂが無事であることを確認し、その後、海上保安庁の指

示により、大分港に向かった。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、底引き網漁の目的で、平成２０年１２月

１７日０４時００分ごろ守江港を出港し、国東半島東方沖の漁場に向かい、 

０６時００分ごろから１２時００分ごろまで操業を行った。 

船長Ｂは、操業を終え、いったん機関を中立運転として停留し、後部甲板で

網にかかった魚をほぼ選別した後、１２時３０分ごろ、漁場を出発して守江港

に向かった。 

船長Ｂは、漁場を出発した後、後部甲板で、まだ網に残っていた魚を取り外

しながら、国東半島の南東部に位置する臼石鼻の沖に向け、針路を約２１１°

に定め、約７.０kn の速力で、自動操舵で航行していたとき、左舷前方約   

１.５ＭにＡ船を視認し、いつＡ船がＢ船を避航するかと、その後、Ａ船に注

意を向けていた。 

船長Ｂは、Ａ船が避航動作をとらずに５００～６００ｍまで接近したので、

衝突を避けるために自身が機関を停止しようとして、操舵室の方に足を踏み出

したところ、甲板上の漁網を踏んだことから滑って転倒し、機関を停止するこ

とができずに航行し、起き上がったとき、Ａ船の船首部がＢ船の右舷後部に衝

突した。 

船長Ｂは、衝撃で漁具に胸や顔面を強打したが、損傷状況を点検して航行が

可能であったので、所属漁業協同組合に携帯電話で事故の発生を知らせ、同組

合経由で海上保安庁に連絡した後、自力で守江港に帰港した。 

 

本事故の発生日時は、平成２０年１２月１７日１３時１３分ごろで、発生場所は、 
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臼石鼻灯台から０３７°１１.６Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

船長Ｂの口述によれば、船長Ｂが、全身打撲傷、胸骨及び肋骨骨折などを負って約

６週間の入院治療を受けた。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

(1) Ａ船 

代理店の担当者の口述によれば、右舷後部外板等に擦過傷が生じた。 

(2) Ｂ船 

右舷船首部ブルワークに損傷及び球状船首に破口が生じた。 

（写真１ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状等 

航海士Ａ 男性 ６１歳 

二級航海士 （大韓民国発給） 

船長Ｂ 男性 ６５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許 登 録 日 昭和５０年１２月２日 

免許証交付日 平成１７年８月３０日 

（平成２２年１０月２４日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴等 

航海士Ａ 

航海士Ａの口述及び回答書によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴 

１９７２年に船員となり、１９８３年三等航海士となった。一般貨物船、

タンカー、ケミカルタンカーなどに乗船し、本事故発生時までの乗船期間の

合計は約２０年間で、本事故発生海域は、最近５～６年の間、毎月３～６回

航行していた。 

② 健康状態 

健康状態は良好で、視力は、裸眼で遠方を見ることに支障なく、聴力も正

常であった。 
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船長Ｂ 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴 

１５歳のころ、親族が所有する小型底引き網漁船に甲板員として初めて乗

り組み、４０歳のときＢ船を購入して独立し、国東半島東方沖の速吸瀬戸北

部から伊予灘に至る海域で、小型底引き網漁業に従事していた。 

② 健康状態 

健康状態は良好で、視力は、裸眼で右１.０左０.９であり、聴力も正常で

あった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     ＩＭＯ番号  ９０５８７０１ 

     船 籍 港  チェジュ（大韓民国） 

     船舶所有者  KEOYOUNG SHIPPING CO., LTD（大韓民国） 

     総 ト ン 数  ７３８トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ６４.７３ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ 

     船    質  鋼 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  １,１７６kＷ（連続最大） 

     推 進 器  可変ピッチプロペラ 

     進 水 年 月  １９９３年２月 

     乗 組 員  大韓民国国籍５人、インドネシア共和国国籍３人、中華

人民共和国国籍１人 

（写真２ Ａ船の全景 参照） 

   (2) Ｂ船 

     漁船登録番号  ＯＴ３－８７１９ 

     主たる根拠地  大分県杵築市 

     船舶所有者  個人所有 

     総 ト ン 数  ４.９３トン 

     Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  １１.２４ｍ×２.６７ｍ×０.７５ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  １５（漁船法馬力数） 
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     推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ 

     進 水 年 月  昭和５６年１２月 

 

2.5.2 積載状態 

(1) Ａ船 

航海士Ａの口述及び回答書によれば、キシレン約１,０００トンを積載して

ほぼ満載状態となっており、喫水は、船首約３.４５ｍ、船尾約４.４５ｍで

あった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、喫水は、船首約０.２ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

(1) Ａ船 

船長Ａの回答書によれば、レーダー２台、ＧＰＳプロッター、ＡＩＳ及び

音響測深機などが装備されており、船体及び機器類に不具合又は故障はな 

かった。 

(2) Ｂ船 

操舵室に、レーダー、ＧＰＳプロッター、ロランＣ、魚群探知機及び自動

操舵装置が装備され、操舵室左舷後方にある出口付近の、後部甲板左舷側前

方に機関操縦装置が設置されていた。船長Ｂの口述によれば、船体及び機器

類に不具合又は故障はなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び潮流 

(1) 事故現場の南西方約７Ｍに位置する武蔵地域気象観測所の気象観測結果に

よれば、事故当日１３時００分の観測値は、降水はなく、風向は北北西、風

速３m/s、気温１４.８℃であった。 

(2) 海上保安庁刊行の平成２０年潮汐表によれば、速吸瀬戸における事故当時

の潮流は、南流（同瀬戸においては南東方へ流れる潮流）の末期であった。 

 

2.6.2 乗組員の観測 

(1) Ａ船 

航海士Ａの口述及び回答書によれば、当時の気象及び海象は、天気は晴れ、

風向は北西、風力は３、視界は良好で、南へ流れる弱い潮流があった。 
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(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、当時の気象及び海象は、天気は快晴、風は弱く、

海面は穏やかで、視界は良好であった。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

海上保安庁刊行の海図Ｗ１１０２によれば、本事故発生場所は、国東半島の東岸沖

約５Ｍ、速吸瀬戸の北西方約１１Ｍの海域で、同海域には速吸瀬戸から大分県姫島沖

に至る、針路３３３°の推薦航路が海図に記載されており、推薦航路に沿って灯浮標

が設置されている。 

 

２.８ 航海士Ａの見張りの状況 

航海士Ａの口述によれば、レーダー１台を１.５Ｍレンジとして使用していたが、主

として目視で見張りを行っており、Ａ船の前路に向首して接近してくるＢ船を視認し

たとき、それまで停留していた漁船が走り出したものと思っていた。 

 

２.９ ＧＰＳによる衝突位置 

航海士Ａの口述によれば、ＧＰＳによる衝突位置は、北緯３３°３３.６′、東経  

１３１°５０.６′であった。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１から、Ａ船は、国東半島東方沖において、針路約３３３°、速力約１０.６

kn で航行中、また、Ｂ船は、１２時３０分ごろ漁場を出発し、針路約２１１°、速

力約７.０kn で航行中、両船が衝突したものと考えられる。 

 

3.1.2 衝突の状況 

２.１から、両船が、針路及び速力を変更することなく航行し、Ａ船の右舷後部と

Ｂ船の船首部とが、Ａ船の前方から約５８°の角度で衝突したものと考えられる。 

 

3.1.3 衝突時刻及び衝突場所 

２.１及び２.９から、衝突時刻は１３時１３分ごろ、衝突場所は臼石鼻灯台から
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０３７°１１.６Ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.4 両船の相手船視認時機についての解析 

２.１及び２.８から、Ａ船が右舷前方約５００ｍにＢ船を視認し、Ｂ船は左舷前

方約１.５ＭにＡ船を視認したとの口述より、相手船を視認してから衝突までの所要

時間を両船の針路及び速力によって推算すると、Ａ船は約１分で、Ｂ船は約６分で

あったものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員の状況 

２.４から、航海士Ａ及び船長Ｂは、ともに適法で有効な海技免状又は操縦免許証

を有し、健康状態は良好であったものと考えられる。 

 

3.2.2 船舶の状況 

2.5.3 から、Ａ船及びＢ船は、ともに船体及び機器類に不具合又は故障はなかっ

たものと考えられる。 

 

3.2.3 事故発生時の気象及び海象 

２.６から、事故当時の天気は晴れ、風向は北西、風力３、海面は穏やか、視界は

良好で、弱い南東方への潮流があったものと考えられる。 

 

3.2.4 見張り及び操船の状況 

２.１、及び 3.1.4 から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船 

航海士Ａは、右舷前方約５００ｍにＡ船の前路に向首して接近するＢ船を

視認し、減速又は転舵して避航動作をとろうと考えたが、Ａ船がこのまま航

行すれば、Ｂ船は近距離に接近するものの、Ａ船の船尾後方を通過するもの

と思い込み、針路及び速力を変更することなく航行した。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂは、後部甲板で網から魚を外す作業を行いながら航行中、左舷前方

約１.５ＭにＡ船を視認して避航船であると判断し、その後、継続してＡ船に

注意を向けていた。 

Ａ船が避航動作をとらないで５００～６００ｍまで接近したとき、Ａ船と

の衝突を避けるため、機関を停止しようとして、操舵室の方に踏み出したと

ころ、甲板上の網を踏んで足が滑り、転倒したことから、機関の停止操作が
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できなかった。 

 

3.2.5 事故発生に関する解析 

２.１、２.８、3.1.4 及び 3.2.4 から、次のとおりであった。 

(1) 航海士Ａは、右舷前方約５００ｍにＡ船の前路に向首して接近するＢ船を

視認し、Ａ船がこのまま航行すれば、Ｂ船は近距離に接近するもののＡ船の

船尾後方を通過すると思い込み、汽笛で長音一回を吹鳴して注意を喚起し、

針路及び速力を変更することなく航行を続けたものと考えられる。 

(2) 航海士Ａは、Ｂ船が前方に視認していた停留中の漁船群に紛れていたこと

からＢ船の視認が遅れ、Ｂ船との衝突のおそれの有無を判断するために必要

な時間的余裕がなかった可能性があると考えられる。 

(3) 船長Ｂは、後部甲板で網から魚を外す作業をしながらＡ船の見張りに当た

り、Ａ船が５００～６００ｍに接近したとき、Ａ船との衝突を避けるため、

機関を停止しようとして、操舵室の方に踏み出したところ、甲板上の網を踏

んで足が滑り、転倒したことから、機関の停止操作ができなかったものと考

えられる。 

 

 

４ 原 因 

 

本事故は、国東半島東方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が南西進中、両船が互

いに進路を横切る態勢で接近した際、Ａ船が、針路及び速力を変更することなく航行

を続け、また、Ｂ船がＡ船を避けようとしたときに、機関の停止操作を行うことがで

きなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

Ａ船が針路及び速力を変更することなく航行を続けたのは、航海士Ａが、Ｂ船がＡ

船の船尾後方を通過すると思い込んだことによるものと考えられる。 

Ｂ船がＡ船を避けようとしたときに、機関の停止操作を行うことができなかったの

は、船長Ｂが、機関を停止しようとして、操舵室の方に踏み出したところ、甲板上の

網を踏んで足が滑り、転倒したことによるものと考えられる。 
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写真１ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の全景 

 




